
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課 
☎
66
◆

1
1
6
7

「
み
ん
な
で
話
そ
う
！

多
文
化
共
生
の
ま
ち
づ

く
り
」参
加
者
募
集

国
籍
や
文
化
に
関
係
な
く
、
み

ん
な
が
安
心
し
て
楽
し
く
暮
ら
せ

る
多
文
化
共
生
社
会
を
目
指
す
た

め
の
話
し
合
い
会
の
参
加
者
を
募

集
し
ま
す
。

と
　
き　
11
月
24
日
㈰

　

午
前
10
時
～
正
午

と
こ
ろ　
市
民
会
館　

大
会
議
室

内
　
容　
多
文
化
共
生
に
関
す
る

現
在
の
活
動
状
況
や
地
域
の
現

状
、
課
題
な
ど
の
情
報
を
共
有

す
る
と
と
も
に
、
多
文
化
共
生

の
理
解
・
推
進
に
向
け
た
話
し

合
い
。

対
　
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
で
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。

市
民
団
体
な
ど
で
多
文
化
共
生

の
推
進
に
関
わ
っ
て
い
る
方
も

し
く
は
多
文
化
共
生
の
ま
ち
づ

く
り
に
関
心
の
あ
る
方
。

申
し
込
み　
11
月
15
日
㈮
ま
で
に
、

直
接
ま
た
は

電
話
で
蒲
郡

国
際
交
流
協

会
多
文
化
共

生
部
会（
文

化
ス
ポ
ー
ツ

課
内
）へ
。

そ
の
他
の

情
報

市
民
課 

☎
66
◆

1
1
0
9

住
基
カ
ー
ド
・
電
子
証

明
書
の
お
知
ら
せ

住
基
カ
ー
ド
に
電
子
証
明
書
の

機
能
を
付
け
る
と
、
電
子
申
告

（
ｅ-
Ｔ
ａ
ｘ
）や
電
子
申
請
な
ど

の
手
続
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
写
真
付
き
の
住
基

カ
ー
ド
は
、
公
的
な
身
分
証
明
書

と
し
て
も
利
用
で
き
ま
す
。

申
請
方
法　
本
人
が
写
真
付
き
身

分
証
明
書
と
手
数
料（
住
基
カ

ー
ド
、
電
子
証
明
書
そ
れ
ぞ
れ

500
円
）
を
持
参
し
、
市
民
課
窓

口（
平
日
午
前
8
時
30
分
～
午

後
4
時
30
分
）で
申
請
す
れ
ば
、

即
日
交
付
し
ま
す
。
写
真
付
き

身
分
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い

場
合
は
、
後
日
交
付
と
な
り
ま

す
。

※
確
定
申
告
の

期
間
は
、
窓

口
が
混
雑
し

ま
す
の
で
、

お
早
め
に
手

続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

税
務
収
納
課 

☎
66
◆

1
1
1
6

年
末
調
整
・
法
定
調
書
説
明
会

と
　
き　
11
月
21
日
㈭

　

午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

と
こ
ろ　
市
民
会
館　

中
ホ
ー
ル

対
　
象　
源
泉
徴
収
義
務
者

内
　
容　
平
成
25
年
分
か
ら
適
用

さ
れ
る
復
興
特
別
所
得
税
な
ど

の
説
明
ほ
か
。

※
関
係
書
類
は
、
説
明
会
開
催
前

に
税
務
署
か
ら
郵
送
さ
れ
ま
す

の
で
、
関
係
書
類
を
持
参
の
う

え
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
豊
橋
税
務
署
法
人
課
税

第
七
部
門

　

☎
０
５
３
２
◆

52
◆

６
２
０
１

※
自
動
音
声
案
内「
2
」で
す
。

税
務
収
納
課 

☎
66
◆

1
1
1
6

青
色
申
告
決
算
な
ど
説
明
会

と
　
き　
12
月
5
日
㈭

　

午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

と
こ
ろ　
豊
川
市
文
化
会
館

　

大
会
議
室（
豊
川
市
代
田
町

1-

20-

4
）

内
　
容　
個
人
の
営
業
所
得
、
農

業
所
得
、
不
動
産
所
得
な
ど
の

決
算
書
の
記
載
方
法
な
ど
の
説

明
。

※
青
色
申
告
決
算
書
用
紙
は
確
定

申
告
書
の
用
紙
に
同
封
さ
れ
ま

す
。（
前
年
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申

告
さ
れ
た
方
に
は
、
青
色
申
告

決
算
書
用
紙
、
確
定
申
告
書
用

紙
は
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん
）

※
青
色
申
告
決
算
書
、
収
支
内
訳

書
な
ど
の
用
紙
は
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
://w

w
w
.

n
ta
.g
o
.jp
/

）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

※
申
告
書
の
提
出
は
e-

T
a
x

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
豊
橋
税
務
署
個
人
課
税

第
一
部
門

　

☎
０
５
３
２
◆

52
◆

６
２
０
１

※
自
動
音
声
案
内「
2
」で
す
。

税
務
収
納
課 

☎
66
◆

1
1
1
6

あ
な
た
の
個
人
市
県
民
税
は
給

与
天
引
き
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

事
業
主（
給
与
支
払
者
）
が
従

業
員
の
所
得
税
を
源
泉
徴
収
し
て

い
る
場
合
は
、
市
県
民
税
に
つ
い

て
も
、
毎
月
の
給
与
か
ら
天
引
き

し
、
納
入
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
制
度
を
給
与
特
別
徴

収
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
市
県
民

税
を
給
与
か
ら
の
天
引
き
で
は
な

く
、
ご
自
身
で
納
税
す
る
こ
と
を

普
通
徴
収
と
い
い
ま
す
。

◆
こ
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す

・
金
融
機
関
へ
納
税
に
出
向
く
手

間
を
省
け
ま
す
。

・
普
通
徴
収
の
納
期
が
原
則
と
し

て
年
4
回
で
あ
る
の
に
対
し
、

給
与
特
別
徴
収
は
年
12
回
な
の

で
、
1
回
あ
た
り
の
負
担
が
少

な
く
て
す
み
ま
す
。

・
納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
、
滞
納

と
な
っ
た
り
、
延
滞
金
が
発
生

す
る
心
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。

〈
事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ
〉

地
方
税
法
お
よ
び
蒲
郡
市
市
税

条
例
の
規
定
に
よ
り
、
給
与
を
支

払
う
事
業
主
は
原
則
と
し
て
、
個

人
住
民
税
を
特
別
徴
収
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
特
別
徴
収
を

行
っ
て
い
な
い
事
業
主
の
方
は
、

ぜ
ひ
切
り
替
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
別
徴
収
は
、
事
業
主
の
方
に

一
定
の
負
担
を
お
願
い
せ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
が
、
所
得
税
の
源
泉
徴

収
と
比
べ
、
税
額
の
計
算
は
市
が

行
い
ま
す
の
で
、
税
額
を
計
算
し

て
い
た
だ
く
手
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
従
業
員
が
常
時
10
人
未

満
の
事
業
所
は
、
申
請
に
よ
り
年

12
回
の
納
期
を
年
2
回
に
す
る
制

度
も
あ
り
ま
す
。
年
度
の
途
中
で

も
特
別
徴
収
へ
の
切
り
替
え
は
可

能
で
す
。
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
い
た
だ
く
か
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

2013.11

22


